
精華町農業委員会委員募集要項

１ 募集人数

１４名

２ 任用期間

令和８年７月２０日から令和１１年７月１９日まで

３ 身分

精華町の特別職の非常勤職員

４ 職務内容

（１）農業委員会の定例会（毎月１回）に出席し、農地法及び関連法に

基づく農地の権利移動、転用等に係る許可等に関しての審議、併せて

審議に関連する現地調査業務。

（２）担い手の農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、

新規参入の促進等に関する業務。

（３）「地域計画」の実現に向けた地域での話し合いの場への参加及び

将来の農地の集積、集約のための目標地図の更新に向けた情報収集等

に係る業務。

※委員は日々の活動内容を活動記録簿に記録し、月毎に農業委員会事

務局へ提出する必要があります。

５ 委員報酬

年額２２０,０００円

６ 推薦を受ける者及び応募する者の資格

農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項

その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行う

ことができる者で、次のいずれかに該当する者を除く。

（１）破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

（２）拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行

を受けることがなくなるまでの者



７ 推薦及び応募に係る手続き等

規定の様式に必要事項を記入のうえ、（３）の添付書類を添えて、郵

送又は持参により、精華町農業委員会事務局までご提出ください。

なお、推薦及び応募に係る書類は返却しませんのでご了承ください。

（１）推薦及び応募様式

（２）様式の入手方法

農業委員会事務局の窓口に備えるほか、下記のホームページからも

ダウンロードできます。

（３）添付書類

ア 被推薦者又は応募者の住民票（発行後３カ月以内のもの）

イ 被推薦者又は応募者が認定農業者（農業経営改善計画認定申請書

提出済みの者「以下「認定申請中の者」という）を含む）である場

合には、認定農業者証等の認定農業者であることを証明する書類の

写し

８ 受付期間

令和８年１月１６日（金）から令和８年２月１６日（月）まで[必着]

※持参される場合は、役場開庁日の８時３０分から午後５時１５分ま

でに提出してください。

※書類の提出期間は延長する場合があります。この場合、受付期間最

終日以降に精華町のホームページに掲載します。

農 業 者 等 （ 個 人 ） が 推 薦 す る 場 合

[様式１]

法 人 又 は 団 体 が 推 薦 す る 場 合

[様式２]

応 募 す る 場 合

[様式３]



９ 選定方法

場合により精華町農業委員選定委員会を開催し、提出された書類をも

とに選定します。（必要に応じて面接等を行う場合があります。）

10 推薦及び応募に係る書類の提出先及び問い合わせ先

〒６１９－０２８５

京都府相楽郡精華町南稲八妻北尻７０番地

精華町農業委員会事務局（役場３階）

電話 ０７７４－９５－１９０３（直通）

11 その他

受付期間の中間及び期間終了後に、精華町のホームページで、提出の

あった推薦及び応募に係る書類をもとに以下の内容を公表します。

（１） 推薦者（個人）については、氏名、職業、年齢及び性別

（２） 推薦者（法人又は団体）については、名称、目的、代表者又は管

理人の氏名、構成員の数及び構成員の資格・要件

（３） 被推薦者又は応募者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経

営の状況

（４） 推薦又は応募の理由

（５） 推薦者が被推薦者を精華町農地利用最適化推進委員に推薦してい

るか否かの別、又は応募者が精華町農地利用最適化推進委員に応

募しているか否かの別

（６） 被推薦者の数及びそのうちの認定農業者等の数

（７） 応募者の数及びそのうちの認定農業者等の数


